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要 旨 

 

 本研究では、アンケート調査に基づく中小企業への融資の際のソフト情報の利用、融資の決

定権限などについての現状でのまとめを報告するとともに、中小企業データの整備による情報

の非対称性の軽減、データ分析に基づく中小企業に対する格付けの付与、さらに、地域の中小

企業へのリスクマネーの提供について提言する。 
第一章では、都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合を合わせた 299 の金

融機関からのデータと、ヒアリングをもとにした分析の一部である。 
(i)非財務・非数値情報、(ii)非公開情報、(iii)第 3 者による証明が困難な情報、から構成され

る「ソフト情報」が、どの程度活用され、これが各金融機関の組織構造とどのように関係して

いるかを考察している。小規模の銀行とか小企業と取引が多い金融機関は、ソフト情報が重要

視される。というのは、企業自身のデータがしっかりしていないため、ソフト情報に頼らざる

を得ないからだと思われる。また、“本店”での決済では、ソフト情報が重要視されない傾向

がある。しかし、“支店”での最終決済のところでは、融資審査のソフト情報が用いられるこ

とがあり、支店のレベルではソフト情報が重視される傾向があるといえる。 
第二章では、中小企業のデータを集めることによって、倒産確率を導出したり、中小企業の

格付けを行える手法が、展開されている。 
 日本の場合は、約 6 割の中小企業が信用保証を使っている。CRD（credit risk database）
がこのデータを集めて、それを統計処理し、倒産確率などの分析をしている。2001 年に CRD
が設立され、2010 年の 3 月では、1,100 万程度のデータが集まっている。倒産した企業のデー

タも 136 万 8 千のデータ、個人企業のデータも 292 万データある。財務データ、非財務データ

も含めて収取しており、倒産確率を出している。この倒産確率をもとに、各金融機関は、貸出

し金利をそれぞれの企業について求めている。このような中小企業データの収集をアジアで展

開するには、タイ・インドネシア・マレーシアなどで、具体的にどのような組織を通じてデー

タを集める方法があるのか、今後の課題である。アジア各国で中小企業の同様のデータが集め

られるようになれば、アジア全体で、中小企業の分析が行え、中小企業の格付けも可能となる

と思われる。 
 最後に、金融機関が預金で集める資金をミドルリスク企業に融資するのではなく、金融機関

の窓口を通じて、地域の投資信託・地域ファンドとして、少しリスクはあるが、成長性の高い
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企業やプロジェクトに資金を提供する方法を提案する。ただし、闇雲に、ファンドを作ればよ

いという訳ではない。「目利き」がいなければ、さまざまな地域育成のための投信・ファンド

は、すべて元本割れとなってしまい、投資家に損失を被らせるだけに終わってしまいかねない。

こうしたファンドは、地元の金融機関の窓口を通じて販売する方法、インターネットを通じて

投資家を募る方法など、さまざまな販売ルートが考えられる。日本人が得意としてきた互助の

精神を生かし、地域の貢献につなげられるファンド・投資信託である。 
 
 

 

 

 

RIETI ディスカッション・ペーパーは、専門論文の形式でまとめられた研究成果を公開し、活

発な議論を喚起することを目的としています。論文に述べられている見解は執筆者個人の責任で

発表するものであり、（独）経済産業研究所としての見解を示すものではありません。 
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第１章 アンケート調査に基づく中小企業への融資メカニズム 
 
１－１ 分析の概要 
第１章では、研究会の委員である、中央大学・根本忠宣氏、慶応義塾大学・渡部和孝氏、さ

らに研究会で発表いただいた、立命館大学・小倉義明氏の共同作業による中小企業融資におけ

る審査体制と審査判断に関する実態調査について報告し、後半では、アジアで進めている中小

企業金融のデータ整備と、地域の中小企業へのリスクマネーの提供について、述べたい。 
 本報告は、添付のファイルの資料を用いての説明である。中小企業金融では、リレバンの重

要性が指摘されてきた。リレバンでは、どのように中小企業の情報をとって行くかということ

が課題である。定量的な情報と、定性的な情報、つまりソフト情報を各金融機関が活用してい

るか、そしてそれが、不良債権の軽減や金融機関の審査体制とどのように関係しているかが、

根本・渡部・小倉による調査の問題意識である。金融機関では、「ソフト情報（定量的でない

情報）」がどの程度活用され、これが各金融機関の組織構造とどのように関係しているかを見

ていきたい。 
 
１－２ アンケート調査の概要 
 アンケート調査の対象金融機関は、都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組

合である。各金融機関の回答者数は全部で 299。調査方法は、各金融機関でインタビューをし

て、審査体制がどのようになっているかを調べた。 
 
１－３ ソフト情報（定性情報）の活用 
 「ソフト情報」（定性情報）は、(i)非財務・非数値情報、(ii)非公開情報、(iii)第３者による

証明が困難な情報、から構成されると考える。「広義のソフト情報」とは非公開情報と、第３

者による証明が困難な情報から構成される定義し、「狭義のソフト情報」は、非財務情報、非

数値情報、非公開情報、さらに、第３者による証明が困難な情報から構成されると定義する。 
 
１－３ 海外の関連文献 
 海外でもこういう研究が進んでおり、Nakamura and Roszbach(2010)では、スウェーデン

の４大銀行の中から 2 行をサンプルとして、非公開情報がどの程度デフォールトの推計に関係

しているかということを計測している。デフォールトの推計の精度が、非公開情報を入れた方

が上がるということが分かっている。次に、ドイツの主要銀行に関しても、ソフト情報を加味

することが分析にとって重要であるということを、Grunert(2005)は示している。スウェーデ

ンやドイツは、日本と同様に銀行と企業の関係が強い国であるため、定量情報と定性情報を、

どのように使っているかは興味深い。 
 
１－４ ソフト情報と融資決定権限 
 ソフト情報では、第一に、“質の高いソフト情報”が収集されるかどうかが重要である。第
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二は、“incentive 問題”。人事の評価で、非定量的な、いわゆる「目利きの情報」を持ってい

る人を評価することが必要である。組織体制（権限委譲）とソフト情報の活用には、関連性が

ある。「集権的組織体制」、つまり本店、本部が融資の決定権限を有するのか、あるいは支店、

各審査部門が分権的に融資の決定権限を持っているのかという点である。決定権限が本部にあ

るのか、それとも組織の末端組織にあるのか、ということもソフト情報をどのように活用する

かという incentive に働いている。 
 
１－５ 先行研究の紹介 
 Dessein(2002)の研究では、集権的組織の場合には、現場の情報の喪失があるということで

ある。他方、分権的組織の場合は、統治の損失がある。どこで最終的決定の権限があるかで、

トレードオフがあると結論づけている。Stein(2002)では、伝達困難なソフト情報は重要な状

況であるが、権限を分化すると伝達されにくい傾向になっている。中央に権限があればある程、

ソフトな情報が無視されがちになる。言い換えると、集権的になればなるほど、定量的情報が

重要視される。組織が分権化されればされるほど、逆に、現場の非定量的なソフト情報が重視

されることになる。 
 業績評価のインセンティブとしては、業績給の導入が現場での目利きを育成する等の点にお

いて優れているという結果である。融資担当者の目利きとしてのソフト情報は、審査部が事後

的に検証できないという意味で、非対称的になっている。また、融資の現場での担当者による

高い能力と努力水準が、有益な情報を収集し活用するためには不可欠です。それを評価してあ

げられる業績給と権限の現場への委譲というインセンティブを融資担当者に与えることが望

ましいという研究が、Godbillon-Camus and Godlewski (2006)によってなされている。 
 
１－６ ソフト情報の活用 
 小規模の銀行とか小企業と取引が多い金融機関は、ソフト情報が重要視されている。という

のは、企業自身のデータがしっかりしていないため、ソフト情報に頼らざるを得ないからだと

思われる。また、“本店”での決済では、ソフト情報が重要視されない傾向がある。しかし、

“支店”での最終決済のところでは、融資審査のソフト情報が用いられることがあり、ソフト

情報が重視される傾向がある。 
 イタリアの銀行に関しても、渉外担当者の融資の可否で情報がどのように使われているかと

いう、日本と似た研究がすでに行われている。(Casolaro, Prete and Mistrulli (2010)) 
 
１－７ 垂直的組織と水平的組織 
 日本でこれまでどのように研究が行われてきたかをまとめる。第１番目は、組織形態として

は垂直的な組織か？ つまり、本店の権限が強いのか、それとも水平的な組織で支店の権限が

強いのか？ 第２番目は、審査部の体制、人員がどのくらいいるのか。つまり、一つの案件に

どれくらい時間がかけられるかということである。第３番目は審査部の独立性、第４番目はソ

フト情報の収集と活用体制で、ローテーションの頻度、支店長や渉外担当者のインセンチィブ

の構造、といったことが、ソフト情報をどのくらい活用するかということに関係している。 
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 以上のような先行研究から、４つの論点が絞られる。 
(i) 融資を行うかどうかの決定は、どの程度裁量的であるのか？ ルールに基づいて「機

械的に」行われていないか？ 
(ii) 融資の可否、金利等の融資条件は、どのレベル（支店、本店審査部、取締役会）で決

定されるか？ 
(iii) 定量情報、定性情報、ソフト/ハード情報など、どのタイプの情報が、融資の際の決定

に使われるか？ 
(iv) どのような情報を収集・蓄積しているのか？ 融資判断の権限は、どのようになって

いるか？ 
以上のような、日本の金融機関の審査体制とソフト情報の収集について、アンケート調査の

結果からみてみる。 
 

１－８ 審査部の４つの柱 
 、日本の場合には、審査部には４つの柱があると言われている。(i)融資企画、(ii)審査、(iii)
債権管理、(iv)経営サポート。審査に関わる人員の数では、地方銀行で 13.7 名がひとつの案件

に関して担当している。信用金庫は 5.3 人。信用組合は 4.2 人。このように、地方銀行のほう

が、人員数では充実していると言える。 
 業種別の審査、これは地銀では６割以上が実施している。しかし、信用金庫、信用組合では

８割以上が未実施である。本来は、いろいろな業種でどのように業務内容が違うか、把握して

いないといけないわけであるが、信用金庫、信用組合はそのような業種別特性はあまり見ない。 
 
１－９ 審査フローと審査権限に関する比較 
 「審査フロー」の日数を見ると、地方銀行では 4.4 日、信用金庫が 2.9 日、信用組合が 3.7
日となっている。これからみても、審査にどれくらいかけるかということが、業態によってか

なり違うことが分かる。また、支店決済・新規・運転資金で地銀は 7.2 日、信用金庫が 4.4 日。

信用組合が 5.3 日。ここでも、審査日数で 2－3 日のへだたりが見られる。 
 「決裁権限」を有するのはどういう人たちまでなのかを見ると、すべての金融機関において、

支店長は権限を持っている。融資担当者、課長レベルでは単独の判断はできないということで

ある。アンケート調査の結果からみると、支店長の決裁がどのくらいの程度かを見ると、地域

銀行１億～８億円くらいは、支店長の決裁で出来る。信用金庫では、１千万円～８千万円。信

用組合が５千万円未満。業態によって規模が違うと言える。 
 「支店」と「本部・中央組織」との間で、どの程度の決裁の権限があるかは、金融機関によ

って違いがあり、１対１のケース。本部の決定割合が７～８割のケースなど、さまざまである。

信用組合の本部決裁比率は高く、80％を超えている。これは信用組合の場合、おそらく、支

店が非常に小さいということが、信用組合の特徴であるからだと思われる。 
 融資担当者による平均的な融資の企業件数であるが、地域銀行では 40～60 先の取引先を一

人の融資担当者がみている。信用金庫、信用組合では、30～50 未満。目標訪問回数、どれく

らい頻繁で借り手を金融機関が見ているか。信用金庫、信用組合では１週間に一回くらい担当
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者が取引先を見ている。地域銀行では２週間に一回くらい。ただし、信用金庫、信用組合でも

１カ月に一回というようなところもある。信用金庫、信用組合の方が、一般的には、借り手顧

客との接点の頻度が多い。 
 
１－１０ ソフト情報の利用 
 「ソフト情報」の活用を調べる。ソフト情報としては、「経営者評価(95.0%)」が、非常に高

い。続いて、「企業・事業性評価」が 80.3％である。 
 信用格付けの算定では、ソフト情報を点数化して、加えているのが５割近い金融機関に存在

する。ソフト情報は地場の金融機関では随分見ていることになる。 
 金利の付け方(pricing)に、ソフト情報をどの程度使っているかを調べると、地域銀行では

43.8％が金利決定（プライシング）のときにソフト情報を用い、信用金庫が 45.1％、信用組

合が 33.7％ソフト情報を使っている。どのように金利を設定するかというと、金利の下限は、

「調達コスト＋経費」とする金融機関が業態を問わず最も多く、次いで、「総合採算金利」「そ

の他（本支店間レート）」「実行金利」「調達コスト」の順になっている。 
 融資担当者のローテーションであるが、金融庁は５年ルールをつけている。これは、１人の

融資担当者が同じ企業と長期間接触してはいけないという理由からである。３～５年くらいが

金融機関のサイクルである。地域銀行では２年としているところもある。 
 目標設定、業績表彰制度を設けて、金融機関の中には incentive mechanism をつけてい

るところがある。組織で評価（たとえば支店単位で評価）するところが多く、個人で評価する

というよりは、むしろ、“組織”を評価している傾向がある。 
 
１－１１ 担保・信用保証の位置づけ 
 「担保・信用保証」の位置に関しては、担保・信用情報のほうがソフト情報よりも重視され

ている。信用金庫や信用組合では信用保証枠の確保を前提として営業しているところが大部分

である。また、最も重要視している債権保全手段は、依然として登記されている不動産担保で

ある。 
 以上より、ソフト情報は、基本的にはネガティブな情報に使われる場合が多く、信用格付け

の評価において、あるいは金利の決定において、ソフト情報の活用は極めて限定的であるとい

うことがいえる。 
 ソフト情報の活用が限定的な背景としては、計量的な情報と違って目利きの俗人的なところ

によっているので、どうしても失敗の責任回避というのがある。計量的な事実ではないので、

識別できないという点で、なかなか利用されないというところがあるのではないかと思われる。

そのために、担保や信用保証が重視されてしまうということがある。 
 ソフト情報の第三者よる評価、第三者に対してきちんと示すことができるか。専門的な人に

対して、きちんと示すことができるかというところに、ソフト情報の難しさがあると思われる。

しかし、支店に権限移譲がある金融機関では、ソフト情報の活用が積極的である。支店に行け

ばいくほど、ベテランの目利きの人がおり、現場での判断というのが非常に重要になってくる

からである。 
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 この研究は、次年度も継続し、さらに定性情報、ソフト情報がどのように金融機関に活用さ

れ、どのように信用担保と信用保証に代替しているのかを研究できればと思っている。 
    
 
第２章 中小企業データ整備による情報の非対称性の提言とアジアへの展開 
 
２－１ 銀行貸出の膨張 
 中小企業金融はアジアの中でも非常に重視されている。企業の格付けに関して、ムーディー

ズや、S&P などの格付け機関が、審査の時やマーケット情報に利用され、市場を牛耳ってい

る。しかし、アジアの人たちは、ムーディーズや S&P の格付けは、彼らの感じと違うところ

があるとも思っている。また、大企業には「格付け」があるが、中小企業に関しては全く格付

けがないと言っても過言ではない。では、どのようにすれば、中小企業の格付けができるので

あろうか、というのが、以下での問題意識である。 
まず、「銀行貸出/GDP」をみると、日本のバブルの時にも銀行貸し出しが伸びており、アメ

リカの場合のサブプライムローン・バブルの時にも、貸し出しがすごく伸びて、その後収縮に

向かっています。貸出の膨張が、どこでも見られるバブルの現象である。 

 

以下では、何故バブルが起こるかを分析し、現状での格付けの問題点、さらに中小企業の格

付けについて、議論を展開したい。 
 

２－２ バブル発生の要因 
 まず、景気が低迷すると、中央銀行は、金融緩和によって景気を回復させようとし、バブル

の初めには、流動性（Excess Liquidity）の増加がまず見られる。金融が緩和され、金利が下

がると、２番目に株価が上がり始める。株価が上昇すると、３番目には、非常によい経済状況

に入り、株価の上昇による資産効果が働き、消費が増え、企業の販売もセールスも増えていく。

４番目には、これによって景気の回復が促され、経済は非常に良い局面になる。こういうとき

に、中央銀行の政策は「大変によい」と皆から絶賛される。この状況で、企業は売り上げが増

えるため、設備投資を増やして生産の拡大を行おうとする。企業の業績もよいため、ボーナス
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も増え、消費がさらに増え、ますます。経済も成長していく。７番目に、アメリカでは、当時

は、中央銀行(FRB)の総裁グリーンスパンの政策はすごいではないか、と言われる。この状況

で少しバブル気味だと思っても、なかなか中央銀行は、それをストップさせることができにく

い。そうしているうちに、不動産あるいは住宅の価格が上がっていく。不動産・住宅は、調整

スピードが遅いため、住宅不動産の過剰投資がおこり、それがバブルの崩壊に繋がって行く。 

 

 次の図では、住宅価格の上昇に始まるバブル現象が説明されている。ミクロの行動（住宅市

場のミクロ行動）では、景気がよくなり、給与・ボーナスが増えると、消費者の住宅購入も増

えはじめ、住宅需要が右上にシフトする。これにより、徐々に住宅価格が上昇して行く。銀行

は住宅融資を増やし始め、住宅は担保として利用できるため、その価格が上昇しているという

ことは担保価値も上がっていることになるため、住宅への貸出を増やして行く。ミクロの状況

の図のように、住宅価格が上がり始めると、担保価値も増加するため、貸出に積極的になり、

それぞれの銀行は、住宅ローンを増やして行く。アメリカのサブプライムローンの際には、住

宅価格が上昇したため、低所得層に対して住宅ローンの供給を銀行は増やして行った。 

 
ところが、皆が同じ行動をし始めると、住宅供給が急に増加する（住宅供給曲線の右シフト）。

皆がサブプライムローン（低所者向けの住宅ローン）を提供することを始めるからである。マ

クロの住宅供給曲線が右にシフトするため、図のように、住宅価格が下がり始める。 
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皆が住宅価格が上昇すると信じて低所得層向け住宅貸出を増やしていた行動は、シナリオが

全くはずれてしまい、貸出した住宅ローンの返済は困難になり、担保としての住宅価格も下が

り、もうかるはずであった低所得層向け住宅ローンは、不良債権化することになってしまった

という訳である。これがバブルの崩壊である。ミクロの状況で皆が少しずつ個別にやっていた

時には、住宅価格には影響しないが、多くの銀行が同じ行動を取り、皆が住宅ローンの供給を

増大させると、住宅がどんどん供給され、住宅価格が下がり、バブルが崩壊する。 
 

２－４ 格付けの問題点 
 格付け機関の問題点も、サブプラームローン危機では発生した。大きな格付け機関は、一つ

だけの数字で、たとえば「ＡＡＡ」とか「ＡＡ」で評価する。しかし、もっと、さまざまな項

目（成長可能性、経営資源の有効性、技術の成長可能性、将来の売り上げ・・・・など）があ

る。たとえば、学生でも数学ができる学生が、英語ができない学生・・・というように、個人

でも、さまざまな科目で、評価が異なる。全部ひとつの数字だけで評価する、というのが格付

けの一つの問題だと思う。 
もう一つの格付けの問題は、急に、格付けを下げる（down grading）が、発生すること。

危機がおこってから、急に、格付けが下げられ（down grading）、これまでの格付けの評価が、

突然、下げられてしまう。 
では、どうして格付け機関がこのようになるかを考えると、格付け機関は過去のデータに基

づいて、現状での企業・投資対象の格付けを行っている。格付けは過去のデータに基づいて、

将来の予想を格付け機関なりに立てる。しかし、例えば為替レートが円高か円安かによって、

本来であれば輸出企業、輸入企業によって、それぞれ評価が違ってくるはずである。金利がど

う動くかによっても、企業の評価は違うはずである。しかし、そのシナリオがどうかというこ

とも考えて、過去・現在の情報をもとに、格付け機関は、「格付け」を判断している。更に格

付けに関する、４番目、５番目の問題点は、もし企業が経営が悪くなったとする。その経営を

再建させる、改善させる、そういうようなことは格付け機関にはやれない。つまり、格付け機

関は「現状はどうだ」ということ、そして自分のシナリオによって「格付けがどう変化するか」

を判断するだけだということである。６番目は、格付け機関のやっていることは、同じ構造の
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なかであれば、格付けは効くが、６Σ（６シグマ）とか、大きく経済が変動し、構造が全く変

わってきたときには、同じ構造のもとで考えている格付けは、機能しない。 

 

２－５ 中小企業の格付けと CRD データ 
つぎに、中小企業でも、「格付け」ができないだろうか、ということである。以下は、タイ

の中小企業のシェアを見たものである。タイも中小企業の企業数が 99.6％、雇用は、SME（中

小企業）が 76％であり、中小企業の比率が高い。 

 

つぎの円グラフは中国における SME（中小企業）のシェアを示したものである。輸出比率

で、75％が中小企業、企業の数では 99％が中小企業である。アジア諸国では中小企業が非常

に重要であることが分かる。 
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日本のケースで、中小企業でどれ程度、資金繰りが苦しいかを大企業と比較したものです。

中小企業はほとんどのケースで資金繰りが難しいということが分かる。中小企業は資本市場か

らも借りることができないため、銀行からの借入に多くを依存するところが多く、こうした傾

向が見られる。 

 

中小企業の勘定には、４つある、とよく冗談を言われる。なかなか本当の中小企業データを集

め る こ と は 難 し い の で は な い か と 言 わ れ て き た 。
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今から約 10 年前に、中小企業庁で研究会があった時に、難しくても中小企業のデータを集

めたらどうかということになった。民間金融機関が保有する中小企業のそれぞれのデータを、

全国 52 の信用保証協会を使って、中小企業が信用保証を使う時に、データを集めたらどうか

ということになった。日本の場合は、約 6 割の中小企業が信用保証を使っている。現在、CRD
（credit risk database）がこのデータを集めて、それを統計処理し、倒産確率などの分析を

している。約 200 の金融機関が、CRD のデータを使いながら，取引相手企業の倒産確率や企

業格付けを行っている。1995 年からのデータが集まっている。実際には、2001 年から CRD
が設立され、約 10 年、それぞれの中小企業のデータを過去にさかのぼり、2010 年の 3 月で

は、1,100 万くらいのデータが集まっている。倒産した企業のデータも 1,368,000 データ、個

人企業のデータも 292 万データある。このように、非常に多くの全国データを CRD が集める

ことができているため、バランスの取れた中小企業の状況をデータから判断することが出来る。 

 

規模でみると非常に小さい企業のデータが 45.3％。建設業、製造業、など様々な業種のデ

ータが集められている。 
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このように中小企業から提出されたデータを CRD に集め、財務データ、非財務データを見

て、倒産確率などを、数式モデルから求める。この倒産確率をもとに、各金融機関は、貸し出

し金利をそれぞれの企業に対して、決定したりする。さらに、どれくらい回収率があるか。こ

れに、人件費、物件費を上乗せして、各企業ごとにそれぞれの金利をはじく。これが、それぞ

れの金融機関が利用している CRD データである。CRD のデータは財務データ、非財務デー

タ、倒産した企業のデータ等が集められている。 
CRD では、収益性、効率性、生産性、安全性、成長の可能性、などを見ながらそれぞれの

企業を見ていく。CRD は今後 5 年間、企業がどんなふうに動いていくか、をそれぞれのデー

タを見ながら予想も行っている。 

 



14 

 

２－６ CRD データの ASEAN への適用 
日本でやっているのと全く同じデータを ASEAN に持って行けないだろうか？ ASEAN

でも全く同じデータを構築できれば、日本の中小企業金融機関、あるいは、日本の中小企業が

相手と取引をするときに、やりやすくなる。特に information asymmetry（情報の非対称性）、

中小企業はなかなか情報がないので、金融機関も貸しにくい。CRD のデータを使うことによ

って、情報の非対称性を解消できれば、貸し倒れ率を低下させることもできる。CRD は、上

述のように、沢山データを集めているが、confidentiality（機密）が一番大切である。CRD
は、信用保証協会からデータを集める段階では、企業名などは全く書かれておらず、データ番

号と数字のみのデータとなっており、機密性が保たれている。 
中小企業のデータがアジア全体で作られれば、日本にとっても、有効となり、日本のデータ

分析をそのままアジアに持って行けるということになると思う。日本では信用保証協会を使い

ながら、データを集めることが良かった。その理由は、中小企業は信用保証協会の保証がない

となかなか中小企業がお金を借りることができないからである。 
ところが、タイでは信用保証制度が充実していない。タイでは中小企業診断士が、全国で育

成されている。それであれば、中小企業診断士を通じて、中小企業のデータを集めたらどうか

も一案である。中小企業が自分のデータを公開するインセンティブがないといけない。 
2 番目に、中小企業のデータを集める CRD のような機関は、収入が必要である。日本のＣ

ＲＤの場合は、consulting service、default risk を計算して各金融機関に提供するとい

うことをやっている。CRD の顧客である金融機関がどのような情報を必要としているのか、

Needs を吸収し、そのサービスを提供し続けることが、不可欠である。他の国の場合にも、

企業のデータを収集する機関は、利用者にサービスを提供することによって、収入を得ながら

データサービスがやれる工夫が不可欠である。日本の場合にはこのデータを 60％以上の金融

機関が利用している。何らかの形で、CRD のデータを利用している。 
 

２－７ 地域ファンドによるリスクマネーの地方への提供 
日本では、risk money の提供はできない。この図は２つあるが、預金を集めて銀行勘定を

通じて、少しリスクのある中小企業とか、地域の企業に貸し出すことが、BIS 規制の強化によ

って、ますます難しくなって来ると予想される。下のように、地域のファンドとか、地域の投

資信託、を育成し、少しリスクのあるところに、お金が回せないだろうか。地域の信託とかフ

ァンドは郵便局、銀行、農協など、地域の金融機関の窓口を通じて販売していくというやりか

たである。地元の投資家を育成して、これによって、リスクはあるが成長性の可能性がある企

業にお金を貸せないだろうか？  
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すでに、こうしたファンドは、現在いくつか広がっている。風力発電が日本で建設されてい

るが、一口は、10 万円から 50 万円くらいで、投資が行われ、投資家には、電力料金の収入か

ら配当が分配されている。 
２番目はお酒のファンドができている。美味しいお米を全国 20～30 の酒蔵にわけ、酒蔵業

者が味の素晴らしい酒を作って、販売し、成功すれば、投資家に高い配当がなされるファンド

である。 
３番目は森林のファンド。４番目は音楽家のファンド。音楽家を 20 人くらい集めて、その

中の１人が成功するとＤＶＤがたくさんに販売され、そのファンドが成功する。 
MUSIC ファンドは 3 万円から 5 万円が一口である。風力発電は 10 万円から 50 万円くら

いで、小口のファンドである。 

 

日本・アジアは、銀行を中心とした金融制度である。ＢＩＳ規制が強められる中で、なかな

か中小企業に資金が回らなくなる可能性がある。スタートアップの企業とか、環境に関連する

中小企業とか、上述のように、預金とは別のチャンネルを通じて、資金提供が出来ないかとい

うことを考えている。 
地域の中小企業や地方のスタートアップ企業への投資信託・投資ファンドを、地方銀行・信

用金庫・信用組合・農協・郵便局などの窓口を通じて、地元の住民に販売すれば、地域投資資
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金を地域の企業のため、回すことができるようになると思われる。 
地方では、なかなかミドルリスクの借り手に対して、資金が回らないと言われる。銀行（勘

定）では、バーゼル自己資本比率規制もあり、リスクある運用に対しては、慎重になっている

からである、地域によっては、地域経済の低迷のため、金融機関はなかなか積極的な融資がし

にくくなってきている。 
 金融機関が預金で集める資金をミドルリスク企業に融資するのではなく、金融機関の窓口を

通じて、地域の投資信託・地域ファンドとして、少しリスクはあるが、成長性の高い企業やプ

ロジェクトに資金を提供する方法があると思う。現在、銀行や郵便局を通じて販売される多く

の投資信託は、たとえば、海外の株式・債券であったり、国内の株式・債券であったりするが、

地域独自の投資信託・投資ファンドなどは、あまり見かけない。 
預金として集めるのではなく、地域の投資信託、地域ファンドとして、資金を集める方法に

より、リスクは投資家が負うが、地域を支える資金提供が行えるのではないかと考える。 
各地域で、自分の地域を元気にするための「たとえば、＊県青年ファンド」とか「＊市酒造

ファンド」など、いろいろなファンド・投資信託の組成が可能である。銀行の預金で集めた資

金では、リスクが少し高いが、将来の成長性が期待できる分野やプロジェクト、あるいは、地

域にとって、とても重要であり、育成の必要があると思われる分野に、民間から地域ファンド

あるいは地域投資信託として集めたお金を、回す方法である。 
ただし、闇雲に、ファンドを作ればよいという訳ではない。「目利き」がいなければ、さま

ざまな地域育成のための投信・ファンドは、すべて元本割れとなってしまい、投資家に損失を

被らせるだけに終わってしまいかねない。 
銀行の融資の経験者が、銀行貸出しでは運用しにくい事業対象や借り手に対して、リスクは

あるが、成長は期待できるもののであれば、地域投信・地域ファンドとして、投資を地域やそ

の地域の出身者から集める方法である。また、アセットマネジメントに精通した資産運用会社

が、地域のファンドを組成することも可能である。こうした商品を、地方銀行・信用金庫・信

用組合・郵便局・農協の窓口を通じて、地域に販売すれば、ボーナスで得られた資金の一部を、

地元の還元に向けようかと思う人々もたくさん出てくると思われる。 
 こうしたファンドは、前述のように、地元の金融機関の窓口を通じて販売する方法、インタ

ーネットを通じて投資家を募る方法など、さまざまな販売ルートが考えられる。日本人が得意

としてきた互助の精神を生かし、地域の貢献につなげられるファンド・投資信託。投資対象を

選別する際には、「目利き」の存在が必要で、風力発電の場合には、10 万円とか 50 万円程度

まで、一口の金額がかさむので、投資対象の将来キャッシュフローを推計する「目利き」が必

要である。 
 海外では、大きなプロジェクトにも、類似の投資ファンドが存在する。インフラファンド

（Infrastructure revenue bond)であり、高速道路の建設などに応用されている。高速道路の

料金収入からコストを差し引いて、インフラファンドの投資家に配当が支払われる。大規模な

事業では、年金基金などの資金が投資に向けられている。 
 地域の小規模なプロジェクトから、大規模なプロジェクトまで、さまざまな規模のファンド

を組成することが可能である。地域でも、さまざまな事業対象に、投資としての資金を集めて
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運用することが可能である。まさに、「目に見える投資」であり、「地元を応援する投資」であ

ると考えられる。 
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